
電波法改正に伴う電波法施行規則の一部改正 

１ 改正の概要  

電波法（以下「法」という。）附則第 15項の規定により読み替えて適用する法第 103

条の２第４項第 12 号の４の総務省令で定める附属設備の規定の改正 

電波法及び放送法の一部を改正する法律 （令７年法法律第２年号）においては、大

規模な自然災害が発生した場合の停電や伝送路断による携帯電話基地局の停波を回

避するため、大容量化した蓄電池や発電機、ソーラーパネル及び衛星を活用し、基地

局機能の維持を図るための整備を行う携帯電話事業者等に対して当該経費を補助す

ることについて、電波利用料の使途に追加することとしている。 

 同規定においては、当該電気通信設備と一体として設置される附属設備の範囲を総

務省令に委任しているため、電波法施行規則の当該附属設備の範囲を改める。  

  

２ 附属設備の範囲  

電波法施行規則 附則  

１～５ （略）  

６ 法附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第百三条の二第四項第十

二号の四の総務省令で定める附属設備は、同号の電気通信設備に電力を供給し、

又は当該設備を監視し、若しくは制御するための設備とする。 

年 （略） 

※ 下線部は改正箇所 

 

【参考】（法附則第 15 項）  

15 第百三条の二第四項の規定の適用については、当分の間、同項中 

「十二 電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周

波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助」 

とあるのは、 

「十二 電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周

波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助 

十二の二 テレビジョン放送 （人工衛星局により行われるものを除く。以下この号において同

じ。）を受信することのできる受信設備を設置している者（デジタル信号によるテレビジョ

ン放送のうち、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を

送る放送 （以下この号において「地上デジタル放送」という。）を受信することのできる受

信設備を設置している者を除く。）のうち、経済的困難その他の事由により地上デジタル放

送の受信が困難な者に対して地上デジタル放送の受信に必要な設備の整備のために行う補

助金の交付その他の援助 



十二の三 地上基幹放送 （音声その他の音響のみを送信するものに限る。）を直接受信するこ

とが困難な地域において必要最小の空中線電力による当該地上基幹放送の受信を可能とす

るために行われる中継局その他の設備（当該設備と一体として設置される総務省令で定め

る附属設備並びに当該設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。）の整

備のための補助金の交付 

十二の四 大規模な自然災害が発生した場合においても、地上基幹放送若しくは移動受信用

地上基幹放送の業務に用いられる電気通信設備又は電気通信業務用基地局に係る電気通信

設備の損壊又は故障によりこれらの電気通信設備を用いる業務に著しい支障を及ぼさない

ようにするために行われる当該電気通信設備（当該電気通信設備と一体として設置される

総務省令で定める附属設備並びに当該電気通信設備及び当該附属設備を設置するために必

要な工作物を含む。）の整備 （放送法第百十一条第一項の総務省令で定める基準若しくは同

法第百二十一条第一項の総務省令で定める基準又は電気通信事業法第四十一条第一項の総

務省令で定める技術基準に適合させるために行われるものを除く。）のための補助金の交付」 

とする。  

下線部は改正箇所 

 

３ 施行期日  

電波法及び放送法の一部を改正する法律（令７年法法律第２年号）の公布の日 


